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<恩赦の種類｡効力〉

効力種類

計政令恩赦’政令恩赦 大 赦 有罪の言渡しの効力を失わせ,又は公訴権を消滅させる。
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有罪の言渡しの効力を失わせる。■
■函 特 赦

1常時恩赦トー常時恩赦ﾉL， 減:…[二 刑を減軽し,又は刑の執行を減軽する。刑

訓個別恩赦卜個別恩赦 裁判で言い渡された刑は変更せず,将来に向かってその執行のみを免除する。刑の執行の免除訓

1特別基準恩赦ト特別基準恩赦因 ■ 復 権 有罪の言渡しを受けたことによる資格制限を回復させる。

<個別恩赦の手続〉
(上申者）

制事施設収容考購役禁鯛に処せられ,荊鍔所篝で服役引
している者等）

保護観察に付されている者懲役・

駕 刀
仮釈放者で保護観察を受けている者）

保護観察に付されたことのある者

ト
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刑事施設の長1

2

中央更生

保護審査会
‐|法霧人陛|－F~罰-F~J
（閣議請議） （閣議決定） （認証）

）

申者に通知）

保護観察所の長

3

懲役･禁銅で服役し刑務所を満期出所した者～

懲役蕊鏑"執行稽予春で保護観察を受けてい熱､著司検 察 官卜察検 官

(相当：申出

(不相当：上

4

5

罰金に処せられた者6

(出願） (上申）
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資料2

資格制限と復権

1資格制限の例

【懲役･禁鋼刑の言渡しを受けた者は， その刑の執行が終了した後5年経過しないと豐臆員に就けない】

懲役･禁鋼で受刑 資格制限期間（5年）
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2復権が認められた場合

薑備員に就労可能に】復権以後【上記の者に復権が認められると，
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※｢失った資格が取り戻せる｣のではなく，資格制限をなくす効果がある

【参考：資格制限の例】

（1）禁銅以上の刑に処せられ，その執行終了後， 一定期間資格をとれない等とされるもの：司法書士など

その刑が消滅するまで資格をとれない等とされるもの：弁護士など（2）禁銅以上の刑に処せられ，

（3）罰金以上の刑に処せられ，その刑が消滅するまで資格を劃限され得るとされるもの：医師など

【参考：公民権停止／選挙関係犯罪をした場合】

罰金刑 裁判確定後5年間

禁鋼以上の刑 執行終了後も5年間（執行猶予が付いた場合は，執行猶予期間中のみ）


